
（別添６）
設備等の導入又は施設の整備に関する事項

氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
注１　法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。
２　設備等の導入又は施設の整備を行う食品等事業者、安定取引関係確立事業活動において食品等事業者の取引の相手方となる農林漁業者及び安定取引関係確立事業活動計画等に参加する技術の研究開発を行う者ごとに記載すること。

１．設備等の導入に関する事項
	導入時期
	番号
	設備等の種類
	規模・能力・型式等
（㎡、台、一式等）
	金額
（千円）
	特例
措置

	〇年度
	月
	
	
	
	　
	

	
	月
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	[bookmark: _Hlk193802381]○年度
	月
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	○年度
	月
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	合計
	
	


注１　「設備等」とは、機械・装置、器具・備品、プログラム、建物、建物附属設備、構築物のことをいう。
２　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 
３　「特例措置」の欄には、当該設備等の導入に当たって活用予定の特例措置に応じて、下記の記号 （ア～ウ）を記載すること。ただし、アについては、法第２条第４項、第５項、第６項及び第７項に規定する技術の研究開発については対象外であることに留意すること。また、イについては、法第２条第５項に規定する流通合理化事業活動に限る。さらに、当該流通合理化事業活動のうち、技術の研究開発及び合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則（平成３年農林水産省令第38号）第２条に規定する措置が対象外であることに留意すること。
また、安定取引関係確立事業活動において食品等事業者の取引の相手方となる農林漁業者及び安定取引関係確立事業活動計画等に参加する技術の研究開発を行う者については、ウの特例措置に限る。
ア：株式会社日本政策金融公庫の長期・低利の資金（食品等持続的供給促進資金）の貸付け
イ：株式会社日本政策金融公庫の債務保証（スタンドバイ・クレジット）
ウ：食品等持続的供給推進機構による債務保証
４　施設を整備する場合には、必要事項を２に記載すること。
２．施設の整備に関する事項
（１）安定取引関係確立事業活動等に係る施設の整備の内容
	番号
	施設の内容
	施設の用に供する土地

	
	施設の種類・用途等
	新設等の別
	建築
面積
（㎡）
	所在
	地番
	地目
	面積
（㎡）

	
	
	
	
	
	
	登記簿
	現況
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注１　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。
２　「番号」の欄は、１の番号と対応するように記載すること。
３　「施設の種類・用途等」には、導入する施設の種類及び使用目的を記載すること。
４　「新設等の別」には、新築、改築、用途変更の別を記載すること。

（２）安定取引関係確立事業活動等に係る施設の整備を行う期間
	番号
	整備を行う期間

	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日

	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日


注　「番号」の欄は、（１）の番号と対応するように記載すること。

（備考）
　１に記載した場合は設備等の規模・能力・型式等がわかる資料、２に記載した場合は施設の規模及び構造を明らかにした図面を添付すること。
